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第３ 地域福祉班
１ 児童福祉

（１）管内の状況

令和3年1月1日現在の管内の0～19歳の人口は118,669人で、管内総人口513,204人

の約23.1％が0～19歳の人口である。市町村別の総人口に占める0～19歳人口の割合

は、下表のとおりとなっており、市では沖縄市が最も高く、町村は宜野座村、次い

で北谷町、中城村の順となっている。

出典： 令和3年住民基本台帳年齢別人口 （沖縄県企画部市町村課）「 」

市町村別 0～19歳人口 令和3年1月1日現在

市町村名 総人口 0～19歳人口 比率

宜野湾市 98,807 22,734 23.0%

沖縄市 141,128 32,811 23.2%

うるま市 124,016 28,440 22.9%

恩納村 10,275 2,032 19.8%

宜野座村 6,140 1,575 25.7%

金武町 11,342 2,626 23.2%

読谷村 40,962 9,439 23.0%

嘉手納町 13,311 3,072 23.1%

北谷町 28,051 6,737 24.0%

北中城村 17,446 3,956 22.7%

中城村 21,726 5,247 24.2%

計 513,204 118,669 23.1%

23.1%

76.9%

管内0～19歳人口の割合

0～19歳人口

その他の人口
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（２）家庭児童相談室

家庭は、児童育成の基盤であり児童の人格形成にとってきわめて大きな影響を及

ぼすものである。

家庭における人間関係の健全化、児童養育の適正化等、家庭児童福祉の向上を図

るための相談援助を充実強化する目的で、昭和47年5月15日家庭児童相談室が福祉

事務所に設置された。

当相談室における児童及び妊産婦の福祉に関する処理は、表1及び表2のとおりで

ある。

令和2年度における処理として、受付経路別にみて市町村からの相談が多く、次

いでその他からの相談となっている。

処理種別としては、助産関係、次いで助言・その他となっている。

家庭児童相談室における処理（児童福祉法）

表２　処理件数 令和3年度
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（３）保育行政及び公立保育所等指導監査

指導監査は、知事が保育行政の実施機関における保育所の保育所運営費負担金等

についての事務処理状況及び保育所の運営について、関係法令等に照らし適正に実

施されているかどうかを個別的につまびらかにし、必要な助言・勧告又は是正の措

置を講ずることなどにより、保育行政の適正かつ円滑なる実施を確保しようとする

ものである。

令和３年度の保育行政及び公立保育所等指導監査実施状況及び指摘状況は次のと

おりである。

監査実施町村 宜野座村 読谷村 嘉手納町 北中城村

監査実施保育所 宜野湾市（うなばら保育所、宜野湾保育所）

（幼保連携型認定 沖縄市 （知花保育所、山内保育所、胡屋あけぼの保育所

こども園を含む。) 越来保育所、泡瀬保育所、

うるま市（きむたか保育所、与那城保育所、あげなこども園）

恩納村 （恩納保育所、山田保育所、安富祖保育所）

宜野座村（宜野座村立保育所）

金武町 （金武こども園、嘉芸こども園）

読谷村 （読谷村南保育所、読谷村保育所）

嘉手納町（嘉手納町第二保育所、嘉手納町第三保育所）

北谷町 （上勢保育所、美浜保育所、謝苅保育所）

北中城村（喜舎場保育所）

中城村 （吉の浦保育所）

指導監査実施町村 4町村中 文書指摘 2町村 口頭指導 4町村

指導監査実施施設 25施設中 文書指摘 12施設 口頭指導 21施設

（４）助産施設（児童福祉法第7条規定による児童福祉施設）

児童福祉法第22条により、妊産婦が、保健上必要であるにもかかわらず経済的理

由により入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申し込み

があったときは、その妊産婦に対し助産を行う。

助産の実施に要する費用を支弁し、本人から負担能力に応じた負担金を徴収。

（ア）助産の実施の範囲

保健上入院助産が必要a
妊産婦の属する世帯の階層区分が原則として 階層以下にある者。b C
妊産婦の属する世帯の階層区分が 及び 階層である場合を除いて、出産c A B
育児一時金の給付額が420,000円未満である者。
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（イ）負担金徴収金基準額

階 層 区 分 基 準 額 出産一時金

月額 に係る率（ ）

生活保護法による被保護世帯 0円A
階層を除く市町村民税非課税世帯 2,200円 20％B A

1 及び 階層を除き 均等割の額のみ 4,500円 30％C A D
2 市町村民税の課税世帯 所得割の額がある場合 6,600円C

例：市町村非課税世帯（＝ 階層）で出産育児一時金が420,000円の場合B
平成27年1月1日出生児以降は、産科医療保障制度の保険料

（16,000円）を控除し、404,000円を基とする。

2,200 ＋（404,000×20％）＝83,000円

令和4年1月1日出生児以降は、産科医療保障制度の保険料改正

（12,000円）を控除し、408,000円を基とする。

2,200 ＋（408,000×20％）＝83,800円

（ウ）令和3年度における入所者数：54人

（県立中部病院） 45人 （県立南部医療・子ども医療センター） 3人

（那覇市立病院） 3人 （赤十字病院） 3人

（エ）年度別階層別助産施設入所状況

A B C1 C2 A B C1 C2 A B C1 C2 A B C1 C2

1

2 1 1

2 1 2 2 2

2 2 1 1 2 4

2 4 2 1 1 1 2 1

3 1 3 1 1 1 4

1 1 2 1

1 4 1 1 2 1

1 10 3 9

3 2 5 2 9 3 2 6

5 6 4 2 2 9 3 13

13小　計

宜野湾市

14

北中城村

嘉手納町

令和3年度

25

平成30年度 令和元年度
市・町村名　　 　

恩納村

北谷町

宜野座村

金武町

中城村

27

備　　考

54

県立助産施設
で助産を実施
した場合、助
産の実施に要
する費用は、
県(福祉事務

所)が支弁し、
自己負担金の
徴収も県が行
う。(H16.4.1)

45

33 36

令和2年度

12 18

読谷村

42

17

うるま市

計

小　計

沖縄市
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２ 母子及び父子並びに寡婦福祉

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、母子父子寡婦福祉資金の貸付と償還、母

子父子相談業務等を実施している。

（１）母子及び父子並びに寡婦福祉資金の貸付

母子家庭等の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るため、母子家庭等の親や

子どもに対し、修学資金等の全 種類の資金を無利子又は低利で貸付を行ってい12
る。

※平成 年 月から父子家庭も貸付対象となっている。26 10
※平成 年度のみ臨時児童扶養等資金創設。31

母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付状況（令和 年度）3

No 資金の種類 区分 件数 金額（円）

母子
寡婦
父子
母子
寡婦
父子
母子 54 47,417,700
寡婦 1 300,000
父子 4 3,432,000
母子 4 3,960,000
寡婦
父子
母子 2 1,121,000
寡婦
父子
母子
寡婦
父子
母子
寡婦
父子
母子
寡婦
父子
母子
寡婦
父子
母子 1 163,000
寡婦
父子
母子 31 8,414,000
寡婦
父子 1 200,000
母子
寡婦
父子
母子
寡婦
父子
母子 92 61,075,700
寡婦 1 300,000
父子 5 3,632,000

合計

10 転宅資金

11 就学支度資金

12 結婚資金

13 臨時児童扶養等資金

8 生活資金

修業資金

6 就職支度資金

9 住宅資金

5

3 修学資金

4 技能習得資金

7 医療介護資金

令和３年度

1 事業開始資金

2 事業継続資金
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（２）母子及び父子並びに寡婦相談業務（母子・父子自立支援員）

目的：母子・父子及び寡婦家庭の相談機関として母子・父子自立支援員が配置さ

れ、母子・父子及び寡婦家庭の生活全般にわたる相談、指導・助言を行っ

ている。

根拠：母子及び父子並びに寡婦福祉法（第 条）8
当所には、 名の母子・父子自立支援員が配置されている。5

（ ）平成 年 月より母子自立支援員から母子・父子自立支援員へ名称変更26 10

（３）母子・父子福祉協力員

母子父子寡婦福祉資金の円滑適正な償還を図るため、母子家庭等に対し、償還計

画及び支払いについて指導を行うこと。また母子家庭等の把握に努め、その福祉の

増進を図ること。

（４）母子家庭等に対する支援事業

・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

高等学校を卒業していない（中退者を含む）ひとり親家庭の親とその児童が、

高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度

認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座（通

信制講座も含む）の受講費用の軽減を図る。

支給対象者は、町村在住のひとり親家庭の親とその児童で、児童扶養手当の支

給を受けているか又は同等の所得水準であること。

支給金額は、本人が支払った費用（①）の ％（ 万円以内 。20 10 ）

上記①の支給を受けた者が受講終了日から起算して、 年以内に高卒認定試験2
に全科目合格した場合には、対象者が受講のために支払った費用（②）の ％40
を支給する （①と②で 万円以内）。 15

・ 自立支援教育訓練給付金」「

母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発を支援し、もって母子家庭

及び父子家庭の自立促進を図ることを目的として実施する事業。(町村在住者に

ついては県が実施）雇用保険の（特定）一般教育訓練給付金の受給資格を有して

いない場合は、講座修了後、経費の ％( 円以上で 万円上限）が支給60 12,000 20
される。雇用保険制度の（特定）一般教育訓練給付金の受給資格のある方につい

ては、自立支援給付金の定める額から雇用保険の教育訓練給付金の支給額を差し

引いた額が支給される。

、 。また平成 年 月の制度改訂により 専門実践教育訓練も給付対象となった31 4
専門実践教育訓練給付金の受給資格のない方が専門実践教育訓練を受講する場合

は修業年数に 万円を乗じた額（ 万円が上限）が給付される。20 80
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・ 高等職業訓練促進給付金」「

母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、看護師や介護福祉士等の資格取得の

、 、 。ため 年以上養成機関等で修業する場合に 修業期間中の生活費を支給する1
※父子家庭の父は平成 年度入学者から対象となった。25
【 非課税世帯 】月額 万円10
【 課税世帯 】月額 万 百円7 5

36 31支給対象期間は 月を超えない期間となっていたが、制度改正により平成

年 月より 月を超えない期間へ改定された。4 48
修業期間最後の 月の給付金額についても平成 年 月より下記のとおり改12 31 4
定となった。

※修業期間最後の 月のみ12
【 非課税世帯 】月額 万円14
【 課税世帯 】月額 万５百円11

（単位：千円）管内 町村における実績は下記のとおり。8

年度 取得資格（予定） 備考対象者数 支給金額

平成 年度 名 読谷村･宜野座村・29 13 看護師（ )､社会福祉士( )､4 2 15,300
金武町・嘉手納町・保育士( )､作業療法士( )､美容師2 2 1（ ）
中城村・北中城村・鍼灸師( )､理学療法士( )1 1
北谷町

平成 年度 名 読谷村･金武町・30 13 看護師（ )､鍼灸師( )､保育士( )5 1 1 15,010
嘉手納町・北中城村・作業療法士( )､理学療法士( )3 1
中城村･北谷町･恩納村社会福祉士( )､精神保健福祉士( )2 1

平成 年度 名 北谷町・金武町・31 9 看護師（ )､ 作業療法士( )､3 1 13,440
嘉手納町・北中城村・理学療法士( )、社会福祉士( )､2 3
読谷村精神保健福祉士( )2 ※社福との両取得含む

令和２年度 名 嘉手納町・金武町・8 3 2 9,801看護師（ 、作業療法士（ 、） ）
北谷町・北中城村・理学療法士（ 、保育士（ 、1 1） ）
中城村社会福祉士（ ）1

令和３年度 北谷町・嘉手納町・14 3 3 17,399名 看護師（ 、作業療法士（ 、） ）
中城村・北中城村・理学療法士（ 、保育士（ 、1 3） ）
読谷村・宜野座村社会福祉士 精神保健福祉士( )（ ）、 、1 1

美容師（ ）2
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（５）管内の母子生活支援施設設置状況

目 的：配偶者のない女子又はこれに準ずる事情のある女子であって、その監護

すべき児童の福祉に欠けると認められるときは、その保護者及び児童を

母子生活支援施設に入所させて保護することになっている （入所の手。

続きは市の窓口）

基本法：児童福祉法第 条23
児童福祉法第 条に規定する児童福祉施設7

（６）管内ひとり親家庭生活支援事業

（沖縄県母子寡婦連合会受託事業）

目的：ひとり親家庭の子どもの心身の健全な発達等を支援するため、様々な課題

を抱えて困窮しているひとり親家庭に対して、民間のアパート等を借り上げ

し、地域の中で自立した生活が送れるように事業を実施している。

①沖縄県ひとり親家庭生活支援事業

マザーズスクエアゆいはぁと中部（ 年 月開設）H28 11
住所 ：北谷町字桑江 番地 Ｆ257 1

098-921-7800ＴＥＬ：

②うるま市母子家庭生活支援事業

マザーズスクエアうるはし

住所 ：うるま市みどり町 丁目 番 号6 2 8
098-972-7900ＴＥＬ：

施設名
認可

世帯数
所在地

設置(経営)
主体

認可(設置)
年月日

電話
番号

レインボー
ハイツ

13
沖縄市諸見里

2-7-8
沖縄市 S49.6.1

(098)
933-2562
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３ 配偶者間暴力相談・婦人保護事業

年々増加傾向にある配偶者間暴力相談に対応するため、平成 年 月 日より南23 4 1
部及び中部福祉保健所においても配偶者暴力相談支援センター（以下「センター」と

いう）の機能が付与されることとなり、本県においては女性相談所を中心に つのセ6
ンターで配偶者間暴力相談及び婦人保護事業を行うこととなった。

令和 年度における当センターでの相談件数は 件で、令和 年度に比べて3 1657 2
件増加しており、うち を含む相談件数は 件で全体の を占めている。300 DV 1607 96%

市町村別相談内訳（令和 年度）3
DV DV DV DV市町村名 来所相談 内 電話相談 内 出張相談 内 合計 内

那覇市 2 2 28 28

宜野湾市 70 69 220 219 5 5 295 293

石垣市

浦添市 2 2 62 61 0 0 64 63

名護市

糸満市

沖縄市 73 72 322 320 8 8 403 400

豊見城市

302 300うるま市 56 56 239 237 7 7

宮古島市

南城市

恩納村 7 7 52 49 4 4 63 60

宜野座村 2 2 37 37 27 19

金武町 3 3 3 3

読谷村 4 4 13 8 17 12

嘉手納町 11 11 48 37 59 48

北谷町 20 20 84 80 2 2 106 102

北中城村 13 10 69 65 1 1 83 76

中城村 15 15 136 136 151 151

伊江村

西原町

1 1与那原町

南風原町

4 4 43 43 47 47南部地区

中部地区

2 2 2 2北部地区

1 1 27 27 28 28県外

7 3 7 3不定・不明

28 28 1657 1607計 278 274 1392 1355
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４ 障害者福祉

（１）知的障害者の定義

知的障害者については、知的障害者福祉法上定義づけられていないが、平成7年

の精神薄弱児（者）基礎調査においては 「知的機能の障害が発達期（概ね18歳ま、

で）にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要と

する状態にある者」とされている。知的障害者福祉法による福祉サービスの対象と

されるのは18歳以上の者である。

（２）療育手帳制度

療育手帳制度は、知的障害者（児）に対して一貫した指導、相談を行うほか、各

種福祉制度を利用しやすくするために、これを交付し、知的障害者（児）の福祉の

増進を図ることを目的に昭和48年から実施されている。

交付申請は知的障害者（児）又はその保護者が市町村を経由して県知事に行い、

児童相談所（18歳未満）又は知的障害者更生相談所（18歳以上）における判定結果

に基づき決定する。

手帳は、Ａ１（最重度 、Ａ２（重度 、Ｂ１（中度 、Ｂ２（軽度）に区分され） ） ）

る。

（ア）交付手続き

申請書（写真（タテ：4㎝、ヨコ：3㎝）を添付）を、居住地の市町村へ提出。

管轄市町村からの進達を受け県福祉事務所より知的障害者更生相談所及びコザ

児童相談所へ判定依頼、手帳発行を行っていたが、令和3年度より、療育手帳交

付事務の迅速化を図る為、市町村からの進達先が県福祉事務所から知的障害者更

生相談所（身体障害者更生相談所）へ変更となっている。

（従来）

（令和3年度以降）

　①手帳交付申請 　②手帳交付申請 　③判定依頼

　⑥手帳の交付 　⑤手帳の発行 　④判定結果通知

知
的
障
害
者
更
生
相
談
所

コ

ザ

児

童

相

談

所

県

福

祉

事

務

所

市

福

祉

事

務

所

町

村

役

場

申

請

者

　①手帳交付申請 　②手帳交付申請 ③判定依頼(18歳未満のみ）

　⑥手帳の交付 　⑤手帳の発行 　④判定結果通知

コ
ザ
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童
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（３）特別障害者手当等支給制度

児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、在宅の重度障害児者に対し、精神

又身体の重度の障害ゆえに生ずる特別の負担の軽減のための手当を支給することに

より、重度障害児者の福祉の向上を図ることを目的としている。手当の種別、対象

者等は以下のとおり。

*特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令

町村別特別障害者手当等の過去5カ年間の支給状況

（単位：人、円）

（ 、 ）※過去の概況で報告済みの平成31年度支給人数 令和２年度版 令和３年度版に記載

に誤りがありましたので、訂正しました （誤：360人→正：458人）。

手当種別 対象者 手当月額 備考

特 別 障 害 者
手 当

　精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活に
おいて常時特別の介護を必要とする状態（施行令*別表
２）にある在宅の20歳以上の者

27,350円
※R4.4～27,300円

障 害 児 福 祉
手 当

　精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活に
おいて常時特別の介護を必要とする状態(施行令*別表
１）にある在宅の20歳未満の者

14,880円
※R4.4～14,850円

福 祉 手 当
（ 経 過 措 置 ）

　昭和61年３月31日で20歳以上で、昭和61年４月１日に
おいて福祉手当の受給資格を有している者で、特別障害
者手当も障害基礎年金も受給していない者

14,880円
※R4.4～14,850円

支給要件のひ
とつに、受給
者本人及び配
偶者・扶養義
務者の所得制
限あり

特別障害者

手当

障害児福祉

手当

福祉手当

(経過措置)
計

9 8 17

3,199,950 1,398,720 0 4,598,670

2 23 25

656,400 4,211,040 0 4,867,440

16 15 1 32

5,251,200 3,243,840 178,560 8,673,600

63 40 103

19,664,650 6,710,880 0 26,375,530

18 19 37

5,470,000 3,288,480 0 8,758,480

74 69 143

22,262,900 12,543,840 0 34,806,740

28 22 1 51

9,982,750 4,062,240 89,280 14,134,270

27 27 1 55

9,189,600 4,925,280 178,560 14,293,440

237 223 3 463

75,677,450 40,384,320 446,400 116,508,170
463合 計 400 423 458 459

北中城村

中 城 村

15

4

28

85

33

124

58

53

恩 納 村

宜野座村

金 武 町

読 谷 村

嘉手納町

北 谷 町

55

59

14

27

36

98

33

134

57

59

17

30

89

33

125

15

51

55

37

27

20 17

25

32

59

54

129

33

100

左の内訳
（令和３年度）

上段：人数、下段：支給額

103

37

143

令
和
３
年
度

平
成
29
年
度

平
成
30
年
度

平
成
31
年
度

令
和
２
年
度
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（４）心身障害者扶養共済制度

本制度は心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき保護者の死亡または重度

障害後の心身障害者に年金を支給するため、共済制度を設けて心身障害者の生活の

安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対し、保護者の抱く不安

の軽減を図ることを目的としている。

心身障害者扶養共済加入状況 令和4年3月末現在

2 0 0 6 0 2 3 1 14

2 0 0 5 0 1 2 1 11

恩
納
村

宜
野
座

合
計

読
谷
村

嘉
手
納

北
谷
町

北
中
城

掛金免除者（再掲）

金
武
町

加入者

中
城
村区分

心身障害者扶養共済年金受給状況 令和4年3月末現在

1 2 0 2 1 1 1 1 9

合
計

読
谷
村

嘉
手
納

北
谷
町

北
中
城

恩
納
村

宜
野
座

金
武
町

中
城
村
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（５）障害者総合支援法等に基づく実地指導

自立支援給付支給事務等に関する市町村に対する指導は 「自立支援給付支給事、

務等に関する市町村指導実施要綱」に基づき、市町村の自立支援給付等支給事務が

円滑及び適正に実施されるよう、支給事務に関する事項について周知徹底させるこ

とを方針として、平成19年度より実地指導を行っている。

また、障害者総合支援法等に基づく指定障害福祉サービス事業者等に対する指導

は 「障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱」に基づき、基準等に定め、

るサービス内容及び自立支援給付に係る費用等の請求等に関する事項について、周

知徹底するとともに、改善の必要があると認められる事項については、適切な助言

及び指導を行うことを主眼として、平成19年度より実地指導を実施している。

（ア）市町村指導 （イ）障害福祉サービス事業者等指導

市町村名 令和３年度 事業種別 令和３年度

指導箇所 指導結果 指導箇所 指導結果

宜野湾市 〇 居宅介護･重度訪問介護 2

沖縄市 〇 同行援護 1

うるま市 行動援護 1

恩納村 療養介護

宜野座村 文書指摘： 生活介護

金武町 〇 12件 短期入所

読谷村 〇 重度障害者等包括支援

嘉手納町 共同生活介護 文書指摘：

北谷町 〇 自立訓練（機能訓練） 104件

北中城村 自立訓練（生活訓練）

中城村 〇 就労移行支援

計 6箇所 就労継続支援Ａ型 1

※○印は、実施箇所 就労継続支援Ｂ型 5

共同生活援助 3

相談支援

児童発達支援 8

放課後等デイサービス 13

障害児相談支援

計 34
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（６）障害者総合支援法等に基づく相談支援事業等について

障害者総合支援法等に基づき様々な福祉サービスが一体的に提供されているが、

障害のある方が地域社会において当たり前に生活していくためには、ニーズに合わ

せて複数のサービスを適切に結びつけて調整することや、社会的資源の改善・開発

を行う相談支援事業が不可欠な業務であることから、相談支援事業は住民に身近な

市町村が主な実施主体となっている。

平成24年４月、市町村の相談支援事業に加え、計画相談支援、障害児相談支援及

び地域相談支援が導入され、相談支援体系の充実強化が図られた。また、相談支援

の中核となる自立支援協議会が法定化されたことから、今後も協議会の更なる活性

化が必要である。圏域では、引き続き圏域アドバイザーと連携して市町村自立支援

協議会の運営に対して助言等を行い、圏域の相談支援体制の構築・強化に努めてい

く（管内全市町村に自立支援協議会設置済み 。）

また、中部圏域の障害児・者及びその家族に対する相談支援体制の強化を目的

に、管内11市町村の障害福祉担当課及び関係機関で構成される中部圏域障害者自

立支援連絡会議を設置している。当会議には、療育・教育部会、就労部会、住ま

い地域支援部会、相談支援部会があり、関係機関の協力のもと、各部会それぞれ

の課題解決に向け活発に取り組んでいるところである。
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５ 老人福祉・介護保険

（１）老人福祉法の基本的理念

老人福祉法第2条において 「老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた、

者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、いきが

いを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする 」と基本的理念が述べら。

れている。

県においては、介護保険制度が創設されて以降、介護保険事業支援計画を含む高

齢者福祉保健福祉計画を策定し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続ける

社会を目指して市町村の介護予防等の取り組みへの支援や介護サービスの向上に取

り組んでいる。

表：中部福祉事務所管内 市町村別65歳以上の人口

（子ども生活福祉部高齢者福祉介護課在宅福祉班公表データより抜粋）

（２）介護保険制度に係る諸事業の推進

ア 法的根拠及び目的

県福祉事務所では老人保健法、介護保険法に基づき、管内市町村の介護保険制度

の円滑な実施を目的に高齢者保険福祉計画の策定及び運営管理及び介護保険事業者

の指定申請、更新申請、変更届出、実地指導等の業務を行っている。

Ｂ／Ａ Ｃ／Ａ

（人） （人） （人） （％） （％）

沖  縄  県 1,485,024 335,860 153,263 22.6% 10.3%

中部福祉事務所管内 521,863 111,926 51,350 21.4% 9.8%

宜 野 湾 市 100,243 19,905 9,156 19.9% 9.1%

沖  縄  市 143,013 29,165 13,268 20.4% 9.3%

う る ま 市 125,657 28,552 12,854 22.7% 10.2%

恩  納  村 11,109 2,725 1,265 24.5% 11.4%

宜 野 座 村 6,240 1,532 694 24.6% 11.1%

金  武  町 11,473 3,070 1,540 26.8% 13.4%

読  谷  村 41,787 9,303 4,244 22.3% 10.2%

嘉 手 納 町 13,308 3,261 1,654 24.5% 12.4%

北  谷  町 29,016 6,003 2,783 20.7% 9.6%

北 中 城 村 17,853 4,056 1,957 22.7% 11.0%

中  城  村 22,164 4,354 1,935 19.6% 8.7%

※本表は、各市町村から報告のあった令和３年10月１日現在の住民基本台帳のデータに基づく数値を取りまとめたものである。

令和３年１０月１日現在

市 町 村 名

人　口

総人口

Ａ

６５歳
以上人口

Ｂ

７５歳
以上人口

Ｃ

人口比率
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イ 中部福祉事務所における業務の概要

① 介護保険事業者の指定について

介護保険事業者の提供するサービスのうち、介護老人福祉施設や介護老人保健

施設等に併設している事業所は県本庁において、居宅介護サービスの単独型事業

所については福祉事務所において指定を行っている。

《中部福祉事務所管轄となる単独型サービスの種類》

訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、訪問看護、介護予防訪問看

護、通所介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、福

祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具

販売

② 介護保険事業者の更新について

平成18年4月に改正介護保険法が施行され、定期的に指定介護保険事業者の基

準適合状況を確認するため指定の効力に6年間の期限が設けられ、有効期限満了

になる事業所について指定更新手続を行っている。

表：指定及び指定更新等の実施状況（指定事業数）

③ 変更届出等について

介護保険事業者より、事業所運営にかかる変更届、介護給付費算定に係る体制

等に係る届出、廃止・休止・再開届出の提出に係る業務を行っている。

《変更届》

介護保険事業者は事業所の名称、所在値、定款、法人代表、管理者、運営規定

等の変更があった場合には、各サービス事業所ごとに、変更の事由が発生した日

から10日以内に変更届を提出する必要がある。

　

サービスの種類 指定 更新 指定 更新

訪問介護 8 33 12 11

訪問入浴介護 0 1 1 0

介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0

通所介護 11 37 8 23

訪問看護 9 11 12 4

介護予防訪問看護 7 4 12 4

福祉用具貸与 1 10 5 1

介護予防福祉用具貸与 1 5 5 0

特定福祉用具販売 1 6 2 0

特定介護予防福祉用具販売 1 6 2 0

※平成30年４月１日より、居宅介護支援事業所の指定権限が、県から市町村へ権限委譲

※介護予防訪問介護、介護予防通所介護は平成30年３月末まで

令和２年度 令和３年度
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《介護給付費算定に係る体制等に係る届出》

介護給付費算定に係る体制等（介護報酬加算等）に関する情報は、適正な介護

給付管理の適用を受ける為に事前に届出を行う必要がある。毎月15日以前になさ

れた場合は翌月から、16日以降になされた場合は翌々月から算定を開始する。

《廃止・休止・再開届出》

介護保険事業者は事業の廃止、休止、若しくは再開した時は県知事に廃止・休

止・再開届出書を提出する必要がある。廃止又は休止の1ヶ月前までに届出を行

う必要がある。

④ 介護保険事業所に対する実地指導について

「沖縄県介護保険施設等指導要綱」等に基づき、介護保険事業所に対して実地

指導を行っている。実地指導に当たっては、利用者の自立支援及び尊厳の保持を

念頭において、事業者等の支援を基本としサービスの質の確保及び保険給付の適

正化を図ることを目的とし実施される。

《実地指導を行った指定事業数》

令和3年度 33件

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から書面指導へ変更

⑤ 業務管理体制整備について

平成21年5月の介護保険法の一部改正に伴い、業務管理体制の整備・届出を行

うこととなった。事業者は法令遵守責任者の選任等を行い届出を行わなければな

らない。それらに伴い、届出の受理及び業務管理体制（法令等遵守体制）の確認

検査等を行う（平成25年度より「一般検査」を順次実施 。）

《一般検査 実施件数》

令和3年度 18法人
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６ 地域福祉

（１）民生委員・児童委員活動状況

ア 民生委員・児童委員数（市町村別委嘱状況等）

民生委員・児童委員等は、民生委員法、児童福祉法に基づき厚生労働大臣から

委嘱され、地域の福祉増進のため社会福祉に関する調査・相談・調整等の自主的

活動や福祉事務所等の関係行政機関への協力活動を行う民間篤志の奉仕者で、任

期は 年となっている。3
民生委員・児童委員は制度創設以来一貫して地域の人々に対して援助活動を展

開しており、主として低所得者を対象として、生活上あらゆる心配ごとの相談に

応ずるために設けられている「心配ごと相談所」の相談員を中心として活躍して

おり、また生活福祉資金貸付制度の実施面にも大きな役割を果たしており、その

活動はきわめて広範囲に及んでいる。

、 「 」また 近年の出生率の低下に伴って 健やかに子どもを生み育てる環境づくり

が社会全体の課題となっており、平成6年から児童福祉に関する事項を専門的に

担当する主任児童委員を設置している。

市町村別委嘱状況

（A） （B） （C） （D） （E） （F）

※１ ※２ ※３ ※４

宜野湾市 141 9 116 8 82.3 88.9 41 35.3 75 64.7

沖 縄 市 200 14 162 13 81.0 92.9 54 33.3 108 66.7

う る ま 市 176 10 148 9 84.1 90.0 42 28.4 106 71.6

市 部 計 517 33 426 30 82.4 90.9 137 32.2 289 67.8

宜野座村 12 2 12 2 100.0 100.0 4 33.3 8 66.7

恩 納 村 20 2 16 1 80.0 50.0 4 25.0 12 75.0

金 武 町 26 2 25 2 96.2 100.0 6 24.0 19 76.0

読 谷 村 78 5 78 5 100.0 100.0 27 34.6 51 65.4

嘉手納町 28 2 24 1 85.7 50.0 9 37.5 15 62.5

北 谷 町 48 3 40 3 83.3 100.0 8 20.0 32 80.0

北中城村 32 2 28 2 87.5 100.0 5 17.9 23 82.1

中 城 村 39 2 35 2 89.7 100.0 8 22.9 27 77.1

郡 部 計 283 20 258 18 91.2 90.0 71 27.5 187 72.5

計 800 53 684 48 85.5 90.6 208 30.4 476 69.6

（C/A×100） （D/B×100） （E/C×100）

 ※１～３のパーセンテージは、小数点以下２桁
 ※４のパーセンテージは、100から※３を引いたもの
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　　　イ　民生委員・児童委員活動状況（市町村別）

令和3年度

宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村

在 宅 福 祉 28 314 101 15 6 46 75 7 199 33 84

介 護 保 険 19 65 100 14 15 9 25 1 8 9 10

健 康 ・ 保 健 医 療 8 162 210 42 20 4 109 21 51 3 13

子育て・母子保健 9 182 192 6 4 7 28 2 8 36 37

子どもの地域生活 12 592 629 9 6 105 42 2 73 28 86

子 ど も の 教 育 ・
学 校 生 活

12 362 460 13 23 388 86 11 116 39 62

生 活 費 12 106 115 29 6 4 44 7 16 28 18

年 金 ・ 保 険 0 13 36 13 0 0 3 0 1 1 0

仕 事 1 139 72 0 0 1 14 0 7 8 2

家 族 関 係 8 146 103 23 7 5 15 7 19 2 9

住 居 7 115 82 7 3 1 9 7 25 6 9

生 活 環 境 51 304 214 32 44 5 36 6 36 23 28

日 常 的 な 支 援 112 1,551 1,511 79 190 107 164 27 175 124 170

そ の 他 337 2,174 901 86 247 382 115 18 232 80 216

計 616 6,225 4,726 368 571 1,064 765 116 966 420 744

高齢者に関すること 172 2,388 2,148 177 351 364 353 69 588 213 281

障害者に関すること 60 332 331 76 64 10 59 15 66 29 33

子 ど も に関す る こ と 49 1,307 1,337 52 50 531 182 21 223 117 192

そ の 他 335 2,198 910 63 106 159 171 11 89 61 238

計 616 6,225 4,726 368 571 1,064 765 116 966 420 744

調 査 ・ 実 態 把 握 121 546 421 70 74 68 102 120 194 33 136

行 事 ・ 事 業 ・
会 議 へ の参加協力

1,770 1,755 1,102 250 176 208 1,158 219 1,064 428 509

地 域 福 祉 活 動 ・
自 主 活 動

5,022 4,821 5,255 1,680 950 443 2,882 822 2,997 1,911 2,085

民 児 協 運 営 ・ 研 修 1,670 2,214 1,456 136 165 197 1,081 489 761 938 323

証 明 事 務 521 98 153 27 60 214 168 42 213 78 55

要 保 護 児 童 の
発 見 の 通 告 ・ 仲 介

27 68 13 6 1 0 17 3 0 2 1

訪 問 ・ 連 絡 活 動 2,707 5,675 5,378 420 905 841 1,688 1,513 3,128 2,636 1,856

そ の 他 1,105 1,901 4,032 247 443 921 442 870 1,327 1,127 987

委 員 相 互 5,522 6,599 3,477 203 660 569 2,674 1,352 5,156 1,709 550

そ の 他 の 関 係 機 関 1,226 2,081 2,024 264 379 285 1,128 1,109 2,391 916 408

9,857 13,428 10,735 2,047 1,711 2,207 7,211 2,281 6,208 3,925 3,073
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（２）社会福祉協議会指導監査（町村）

社会福祉法人に対する指導監査は、社会福祉法第56条第1項の規程に基づき、関係

法令、通知による法人運営、事業経営についての指導事項について監査を行うとと

もに、運営全般について積極的に助言、指導を行うことによって、適正な法人運営

と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るものである。

なお、「県・町村社会福祉協議会指導監査事務取扱要領要綱」の改正により、令

和3年度からは県福祉政策課が実施主体となった。

【市町村社会福祉協議会】

市町村社会福祉協議会（社会福祉法人）は、社会福祉法に基づき、各市町村に

おける社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福

祉に関する活動の活性化により、社会福祉の推進を図ることを目的として設立さ

れており、主に次のような事業を行っている。

・社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

・社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

・社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成

・上記のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事

業

・保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡

・共同募金事業への協力

・居宅介護等事業

・障害福祉サービス事業

・生活福祉資金貸付事業

・心配ごと相談事業

・その他この法人の目的達成のため必要な事業等
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（３）生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援法(平成27年4月1日施行）に基づき、生活保護に至る前の段

階の自立支援策の強化を図るため生活困窮者に対して包括的な支援を行うものであ

り、生活困窮者の自立と尊厳の確保及び生活困窮者支援を通じた地域づくりを制度

の目標としている。

ア 自立相談支援事業

生活困窮者への就労の支援その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプ

ラン作成等を行う。

イ 住居確保給付金事業

離職により住宅を失った生活困窮者に対し家賃相当額を支給する。

ウ 就労準備支援事業

雇用による就業が著しく困難な生活困窮者に就労に必要な知識及び能力向上のた

めに必要な訓練を行う。

エ 一時生活支援事業

住居のない方に一定期間、衣食住を提供する。

オ 家計相談支援事業

家計に関する相談、家計管理に関する助言、貸付のあっせん等を行う。

カ 認定就労訓練事業

一般就労が困難な者に対し、その者に合った作業機会を提供しながら、個別の就

労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期で実施する。

令和3年度 相談者数（町村別）

所在地 人数

北谷町 717

読谷村 538

嘉手納町 219

中城村 224

金武町 198

北中村 352

恩納村 207

宜野座村 73

14その他 県内（ ）

県外 4

不明 48

合計 2594

（資料提供：沖縄県就職・生活支援パーソナルサポートセンター中部）

・住居確保給付金事業利用（再プラン含む） 509人

・就労準備支援事業利用 7人

・一時生活支援事業利用 19人（家族別）

・家計相談支援事業利用 88人
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（４）新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に社会福祉協議会の

総合支援資金の再貸付等が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対

して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の

受給へつなげる事を目的として令和３年７月より新型コロナウイルス感染症生活困

窮者自立支援の支給事業を開始している。

なお、事業開始当初は令和３年８月末までの申請期限であったが、社会情勢に応

じて延長となり令和４年10月時点では同年12月末までの申請期限となっている。

令和３年度実績

新規申請件数：初回 615件 再支給 219件


